
’ 課室名｜北川町総合支所地域振興課

_) 

検

決裁日

討

J
一
者
一
般

が
一
裁
一
支

同

月

一

一

色

ロ

3
一
決
一
勧

年

一

一

長

4
－

－

～

日

2

一

一

所

成

一

一

茂

平
一
者
一
縦

起 案日

課内

平成 24年 2 月 29 日

担当者

＠一 三診 によ：）

?-'¥ 

目＼ ~，－叶
字 句

ム
ロ 議 者

管財課長｜契約管理課国財政課長

窪）計三
ファイリング
マネーシ’ヤー

公印 ⑮ I~ 

広報のべおかへの掲載 要・③

t •. c・：ト w
’ d >'・'f¥聖母ゾ

ホームページへの掲載｜ 事 ・ ③ 

a
 

〆
，

J
 

守、

，z
‘L

司、
‘、，、

件 名 平成24年度北川町総合支所庁舎宿日直業務委託の予算執行の準備について

北川町総合支所庁舎宿日直業務については、平成24年4月1日より業務を行う必要があるため、下記のとおり予算

執行の準備行為を行し、ます

記

1. 委託業務名平成24年度北川町総合支所庁舎宿日直業務

2. 業務場所 延岡市北川町川内名7250番地

北川町総合支所庁舎及び北）｜｜多目的研修集会施設

3. 委託期間

4. 入札方法

5. 予算措置

6. その他

平成24年4月1日から平成25年3月31日

随意契約（別紙理由書）

－総務費・総務管理費・財産管理費・財産管理経費・財産管理事務費

・委託料・宿日直委託料 【予算額：3,727, 500円】

詳細は別紙仕様書のとおり
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見積に付する

事 項

履行場所

予定価格

地方自治法
施行令第 16 7 
条の 2第 1項中
の該当する号

随意契約に

付する理由

随意契約理白書

平成 24年度北）, ，町総合支所庁舎宿命業務委託

延岡市北川町川内名 72 5 0番地

北川町総合支所及び北川｜多目的研修集会施設

3, 727, 50 0円

地方自治法施行令第 16 7条の 2第 1項第2号

（その性質又は目的が競争入札に適しないとき）

当該業務の履行にあたっては、市役所や総合支所の業務内容や町内の

地理、人名等に精通していなければ、夜間・休日の住民等からの問い合

わせや災害などの緊急時に迅速・的確な対応を行うことができない。

また、業務内容には、災害発生時の防災無線放送、簡易水道設備の異

常発生時の対応、夜間・休日の戸籍関係届出の受付などが含まれている

ため、業務受託者には、専門性や高い信頼性が求められます。

このような点から本業務はその性質や目的が競争入札に適さないもの

であります。

く〉見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する

相手方の数 ・

根 拠法令

※見積書を徴する

相手方の数が 1者

のときは、その理由

及び相手方の

氏名・住所等

担当者氏名

1者 株式会社セキュリティロード

宮崎市祇園 3丁目 17 9番地

延岡市契約規則第 21条第 2項第 2号ア

（契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。）

前述のとおり、本業務を遂行するにあたっては、本市や本総合支所の業

務に精通していることや緊急時に迅速・的確な対応が行えることなどが

必要であります。

よって、受託者には専門性や高い信頼性が求められるため、これまで

当該業務を受託してきた上記の者に契約の相手方が特定されます。

北川町総合支所地域振興課総務防災係

主任主事北林千春（内線： 74313)

平成 24年 2月 27日

随意契約理由書作成者 メイ！？；？＼

山総合支所地域振興課長小野気品？
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見積依 頼 書 守 ）
L~ヒ川地第 131 号

平成24年ラ月 Ul-日

株式ム社土手 様:z:d イ子ローや 様 延岡市長首藤正治

取扱課北川町総合支所

地域振興課

件 名 平成24年度北川町総合支所庁舎宿日直業務

場所 延岡市北川町川内名7250番地

期間 平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

上記契約を下記により随意契約に付することにしましたので時間厳守の上見秘書を

提出してください。

記

1.現場説明 月日 平成年月日（時分）

場所 課

＠）行いません②別紙設計図書参照、

③別紙添付仕様書の有無 街）・ 無

2.見積書提出日時（期限） 月 日 平成24年3月 日（ 16時 00分）

及び場所 場所 北川町総合支所地域振興課

3.見積提出条件

(1）申込み価格に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の5パーセントに

相当する額を加算した金額（円未満切捨）をもって申込み価格とするので、見積提出

者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の105分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

4.契約条件

(1）延岡市契約規則によること。

(2）請負代金は提出図書（業務日誌）の確認後、延岡市契約規則により支払う。

(3）この契約は、平成24年度一般会計予算の成立を条件とする。

5.その他

(1）契約期日

(2）着手期日

6.見積者心得

平成24年 4月 1日

平成24年 4月 1日

(1）見積を依頼された者は、見積について連合その他不正な行為をしなし、こと。

(2）見積書は本人が提出すること。代理人のときは必ず委任状を添えること。

(3）その他地方自治法、地方自治法施行令、延岡市契約規則等の関係規定に従うこと。

7.担当者 北川町総合支所地域振興課総務防災係北林

電話：0982-46-5010FAX: 0982-46-2223 
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宿日直業務委託仕様書

（目的）

第 1条 この仕様書は、北川町総合支所庁舎及び北川多目的研修集会施設の宿日直業務の

見積を行うにあたり、見積依頼書に規定するもののほか、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

（宿日直業務内容）

第 2条 宿日直業務内容は、次のとおりとする。

1. 北川町総合支所庁舎及び北川｜多目的研修集会施設の内外巡回 平日 5回、休日 10回

（巡回中に行う任務については、別紙 1のとおり）

2. 文書・物品の収受

3. 戸籍関係届出（出生・婚姻・離婚届）の受理

4. 来庁者への対応と来庁者の記録（用件・住所・氏名）

5. 電話への応対

5. 宿日直日誌の捉・出

6. 超過勤務または休日勤務に係る職員退庁時間の記録

7. 緊急時における関係課職員及び関係機関への連絡

8. 北川｜多目的研修会施設使用者への鍵及び使用簿の交付及び受領

9. 災害・火災発生時の緊急速絡に対する通報（防災行政無線による住民への周知）

（業務の基本姿勢）

第 3条 委託業務遂行にあたっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

( 1 ）委託業務については、北川町総合支所地域振興課と緊密に連携を保持し、正確かっ

丁寧に対応し、市民サービスに努めること。

( 2 ）委託業務上知り得た事項は、その秘密を厳守するとともに、常に言語、動作に注意

し、相手に好感を与えるよう努めること。

（配置人員及び時間）

第 4条 委託業務に配置する職員は、常時1名とする。

配置時間については、以下のとおりとする。

平日：午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。

休日（閉庁日）：午前8時30分から翌日の午前8時30分まで。

（服装・装具）

第 5条 委託業務に従事する者が使用する服装・装具は受託者が準備し、下記のものを使用

すること。

1. 制服、制帽

2. 警笛、帯革、照明具

（委託業務実施に必要なものの提供）

第 6条

( 1 ）委託者は受託者に対して、委託業務実施場所として宿直室（付帯する設備・備品等

も含む）を受託者に無償で使用させる。

( 2 ）委託者は、委託業務上必要な鍵を受託者に預託し、受託者は、預託された鍵を厳重

に取扱い保管する。



（緊急連絡先の指定）

第 7条

( 1 ）委託者は、予め緊急連絡者を指定し、その名簿を受託者に交付する。

( 2 ）前項の緊急連絡者に変更があるときは、委託者は遅滞なくその都度変更した名簿を

受託者に交付する。

（業務委託期間終了後の引継ぎ）

第 8条

( 1 ）本委託業務の委託期間満了後又は、委託期間中に何らかの事由により業務委託契約

を解除した後に、受託者以外のものが本委託業務を新たに受託することとなった場

合、受託者は、新たな受託者へ遅滞なく円滑に業務を引き継がなければならない。

( 2 ）前項の引継ぎを行う際に、業務受託期間終了日の翌日より起算し 21日間について

は、新たな受託者から要請があった場合には、引継ぎのため職員を派遣しなければ

ならない。

( 3 ）前項の規定により、受託者が業務受託期間終了後に、引継ぎのため職員を派遣した

場合、その派遣に掛かる費用は受託者の負担とし、委託者や新たな受託者に費用負

担を求めないものとする。

（定めのない事項の処理）

第 9条 本仕様書契約に定めのない事項については、委託者、受託者双方協議の上処理する

ものとする。
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内外を巡回し、次の任務を行う。

1 .火災の防止に関する事項

( 1 ）火気使用箇所の不始末事項の点検

( 2 ）消防用設備、資器材の外観上からの点検

( 3 ）火災発見時における通報その他の処置

(4）禁煙場所における喫煙発見時の注意

( 5 ）防火上支障となる事項に対する通報連絡

2. 盗難の防止に関する事項

( 1 ）施錠の点検

( 2 ）不審者、俳f回者発見時の通報その他の処置

( 3 ）侵入等発見時の通報その他の処置

(4）盗難事故発生時における通報その他の処置

( 5）防犯上支障となる事項に対する通報連絡

3. その他

( 1 ）構内禁止事項行為者発見時の注意

( 2）構内不正駐車発見時の注意

( 3）障害物、放置物品（特に災害時の避難通路に留意）発見時の連絡

( 4）加害、損壊行為者発見時の制止と連絡

( 5）施設の損壊箇所発見時の連絡

( 6 ）浸水、漏水事故発見時の通報その他の処置

( 7）不要灯の消灯
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諜室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 24年 9月 19日 決・ 裁 13 平成 24年？月 2デ日

i深 内 検 討 者 決裁 者

担当者
起案 主幹兼補佐 課長
責任者
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広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件 名 普通財産（家田市有地）の貸付について

本総合支所管内の市有地につきまして、別紙のとおり普通財産の貸付申詰がありましたので、下記の

よお．ロ黛仕Jt主土.＇？.怠お

記

L.貸付物件 種別：土地 所在地：延岡市北川町長井.2.7..？.番1而積：！..？.Q.nf

.？.：.賃借人 宮崎市大字小松字下川原U.§§.番地の.P.

三桜電気工業株式会社代表取締役社長大野拓朗
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様式第9号（第18条）

普通財産貸付申請書

延岡市長

首藤正治様

平成 24年 9月／ア日

住所 宮崎県宮崎市大字小松字下川原1158番地の11 ,--

申請者 三桜電気工業株式会ポ初·~~，＇.~.：·.. 
氏名代表取締役社長大野拓玖持！~L~

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1. 普通財産の

表示

日
一
向
一
日

①．土地 2.建物 3. その他（

延岡市北川町

現場事務所（資材倉庫）

数 量 I120 rrr 
2. 借受目的｜ 理由（詳細に）

現場事務所（資材倉庫）設置のため

国土交通省九州地方整備局延岡河川国道事務所発注工事

東九州道（県境～北）1 I）家田第一トンネル外照明設備設置工事

3. 借受期間｜平成 24年 10月／日から平成 24年ノρ月 .J／日まで

告砂 無償 ※減免を希望する場合はその理由

4. 貸付料

5. 添付資料｜ 土地明細、借用場所図、写真



1‘ 

現場事務所位置図

ゼンリン地図延岡市北JllP472,475 
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土地賃貸借契約 ヨ主
Eヨ

賃貸人 延岡市（以下「甲Jとし寸。）と賃借人 三桜電気工業株式会社（以下「乙Jと

いう。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下 f貸付物件Jという。）を乙に貸し

付け、乙はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地積（nf) 

延岡市北川町長井 67 2番 1 の一部 I 120. oo 
第3条 乙は、貸付物件を現場事務所等として使用する。

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづ。）は、平成 24年 10月 1日か

ら平成24年 10月31日までとする。

2 前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条 乙は、前条に規定する貸付期間内に貸付物件を甲より買い取るものとする。

第6条貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jという。）の額は、 金 1.4 4 0円汗玄
2 貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる

貸付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1

月未満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日害1Jをもって計

算した額とする。

第7条 貸付料は、毎年甲が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に納

入するものとする。

第8条 甲は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、そ

の他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付料算定基準に基づき貸付

料を変更することができる。

第9条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日か

ら支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支払

うものとする。

第 10条乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する

自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を甲に提出して その承認を受けなければな

らない。

第 11条乙は、次の行為をしてはならない。

貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第 12条 甲は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならしめ

る

不信行為があったとき。

一 乙が、第 10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

四 甲において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を

生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第 13条 乙は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。

第 14条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には甲に対しその損害を賠償しなければならない。但し、乙において当該物件

を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

乙の故意文は豆大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 15条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、文はこの契約に定めのな

し、事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その

1通を保有する。

平成24年月 日

甲 住所：延岡市東本小路2番地 1

氏名：延岡市

市長首藤正治

乙 住所：

氏名：



土地賃貸借契約書

賃貸人延岡市（以下町りという。）と賃借人 三桜電気工業株式会社（以下「乙Jと

いう。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を乙に貸し

付け、乙はこれを借り受ける。

I 所 在地番 ｜地積（ni) 

延岡市北川町長井 67 2番 1 の一部 I 120. oo 
第3条 乙は、貸付物件を現場事務所等として使用する。

第4条 貸付物件の貸付期lllJ（以下「貸付期間lJとし寸。）は、平成 24年 I0月 1日か

ら平成 24年 I0月31日までとする。

2 前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条 乙は、前条に規定する貸付期lllJ内に貸付物件を甲より買い取るものとする。

第6条 貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jとしづ。）の傾は、 金 1,440111とする。

2 貸付期llllに1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期rillにかかる

貸付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1

月未満であるとき、又はそのWJlllJに 1月未満の端数があるときは日書IJをもって計

算した額とする。

第7条 貸付料は、毎年叩が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に納

入するものとする。

第8条 甲は、契約期間内であっても経済状態の変化及び同定資産税評価額等の改定、そ

の他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付料算定基準に基・づき貸付

料を変更することができる。

第9条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日か

ら支払った日までの遅延損害金として年 14.G%の割合で計算した遅延利息を支払

うものとする。

第 10条乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する

自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を甲に提出して、その承認を受けなければな

らない。

第 11条乙は、次の行為をしてはならない。

貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第四条 甲は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならしめ

る

不信行為があったとき。

一 乙が、第 10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

四 甲において、貸付物件を公共用、公用文は公益事業の用に供するため必要を

生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第 13条 乙は、貸付期間が満了した場合文は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して申の指定する期日までに返還しなければならない。

第 14条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には月1に対しその慣害を賠償しなければならない。但し、乙において当該物件

を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

乙の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 15条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのな

い事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その

1通を保有する。

平成 24年 9月24日

甲 住所：延岡市東本小路2番地 1

氏名：延岡市

市長首藤

乙 住所：
宮崎市大字小訟字下川原1158番地の11

A ’ ＿ 4~－ ・ミ

ニ絞竜丸ム莱休入安佐川；jベ？持1

代表取締役社長大野拓朗与3,~努
氏名：
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広報のべおかへの掲載 要・③ ホームページへの掲載 要・③

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

西日本電信電話株式会社より本総合支所管内の市有地について、別紙のとおり普通財産貸付の申請がありましたので、

下記のとおり貸付を行し、ます。なお、決裁の上は、別紙のとおり普通財産貸付書を交付します。

1.貸付物件

2.貸付の相手方

3.使用目的

4.貸付期間

5.貸付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町長井6773番地先（NTT本柱・支線）

宮崎市広島1丁目5番3号西日本電信電話株式会社宮崎支店支店長池尻親

認定電気通信事業の用に供するため

許可日から平成25年3月31日まで【許可日は決裁日とする1

310 円

平成25年3月31日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定

貸付料は延岡市道路占用料徴収条例により算定する。

なお、電柱・電話柱の本柱は、支線、支柱、支線柱を含めて一体的に電柱の機能をなしているため、本柱で使用料を

徴収すれば、支線、支柱、支線柱分も含んでいることとして、使用料は徴収しない。また、、支線、支柱、支線柱のみが市

有地内にある場合は、本柱分の使用料は徴収していないため、別途使用料を徴収する。

0本柱・・・620円／本（第1種電話柱）× 1本＝620円・・・①

0支柱・・ 62円／本（その他の柱類）×0本＝O円・・・②

0支線・・・ 6円／m（共架電線その他上空に設ける線類）×Om=O円・・・③

①＋②＋③＝620円（年額）

※貸付期間が1年未満のため、月害1］り計算とする。なお、 1月未満の端数は1月として計算する。

620円X6/12月＝310円／

ー．

． 
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吋亀

様式第9号（第18条）

延岡市長

普通財産貸付申出書

平成，Zぅ／年／ρ 月 /6 日

N西九宮設サ総第2戸 ／lj2号

首藤正治様

（北川町総合支所地域振興課） 申請者住所 宮崎市広島1丁目5番3号

氏名

担当

西日本電信電話株式会社宮崎
庁三，：三J示

支店長池尻親作：t:~J::)
干880-0806宮崎市広島1丁目5番3号：：：...
（株）NTI西日本一九州宮崎事業部

亀 井 滋 TEL.0985 -23-8458 

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

公有財産の
表示

借受目 的

借受期間

4. 貸付料

添付書類

種類

数量

の土地 2建物 3その他（

延岡市北川町長井6773番地先

認定電気通信事業の用に供するため。

電話柱新設 1本鋼管柱

支線新設 2条高耐食鋼より線

理由（詳細に）

家屋新築に敷地内通過のケーブルが支障するため、ルート変更が
必要なため。

平成年月許可日から平成年月 日

有償 無償

減免を希望する場合はその理由

物件調書・明細書・位置図・断面図・標準掘削図



－ー

~ 
物件調書

市町村別 市有地 延岡市北川町長井6773番地先 北川町総合支所 地域振興課

占用物件 単位 新設 建替 取替 廃止 記 事

第1種電話柱 本 鋼管柱

第2種電話柱 本

電話柱
第3種電話柱 本

支線柱 本

支柱 本

1種交通信号機添架柱 本

陸上施設（収容箱等） 個

公衆電話所
公衆電話所（ボックス型） 個

変圧器

公衆電話所（ポール型） 個

支線 条 2 高耐食鋼より線

トンネル内吊架ケーブル 条
その他

専用橘基盤台 個

架空横断電線 m 

管路 0.1m未満 m 

管路 0.2m未満 rr、

とう道 1.0m以上 m 

地中管 埋設ケーブル 0.2m以上 rr、

コンクリートヒューム管 0.1～0.4m 円1

コンクリートヒューム管 0.4～1.0m 作1

コンクリートヒユーム管 1.0m以上 円、

マンホール 個
マンホール

ノ、ンドホール 個
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サービス総合工事
【設計者： 園田・・・・・

占用明細書（線路） 工事名【（線路）支障移転工事（建設） 】

管理番号【 625671 (2332193) 

整 電話柱 支線柱 支柱 支線

理 電話柱番号 新 建 廃 新 建 廃 新 建 廃 新 取 廃 ta 事 欄 収容局
No. 設 替 止 設 替 止 設 替 止 設 替 止

俵野幹 6 2 
市有地 8. 0-4 SP 45CRX2／しB

北 JII 
延岡市北川町長井6773 番地先

2 
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盲六写場現

6号俵野幹線路 名

二二ギノミコト
御陵墓参考地

長
井

6
7
7
3
番
地

家屋新築に敷地内通過のケーブルが支障するため、ルート変更が必用なため。
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普通財産貸付書乙字）

西日本屯信電話株式会社／λ

ー ハ

宮崎支店支店長？桝j親 様

延北川地第 6-2 号

平成 24年 10月）2.日

延岡市長 首藤正治

平成 24年 10月 16日付で、申請のあった普通財産の貸付申請については、

次の条件を付して貸し付ける。

1.貸付 財 産 名 市有地

2. 所 在 地 北川町長井67 7 3番地先

3.貸付 数 量 本柱 1本、支線2条（NTI電話柱）

4.貸 付 目 的 認定電気通信事業の用に供するため

5.貸付期間 許可日から平成 25年 3月31日

6. 貸 付 料 金 31 0円

7. そ の イ也 N西九宮設サ総第24 1 1 9 2号分

（平成24年 10月 16日付申請）

貸付条件

1. 上記の貸付目的に限り貸し付ける。

2. 貸付財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

7. のーに該当するときは、貸付を取消又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2）貸付条件に違反する場合

( 3）係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合

8. 貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に書面で承認

を受けなければならない。

9.借受人はその責に帰する理由により、貸付財産の全部又は一部を滅失し、又は奴損し

たときは損害を賠償しなければならない。

1 0. 貸付期間が満了したとき又は貸付を取り消したときは、すみやかに現状に回復し、

返還しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



・．

、， 課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 24年 8 月 9 日 決 裁 日 平成 24年 2月 1b日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長責任者

⑨ 電器 議診 」3妙
Tel 74313 

,4干弘
．、・・4， 
• .. 、－

d口)... 議 者

⑧ 
管財課長

＠ タ号

f蜜） メ（（
，昔、

‘ 

、、、巴．， 、l ，、

、＼ ヨ ~1):.,, 
、 ‘、 L司正 ’ 

広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

西日本電信電話株式会社より本総合支所管内の市有地について、別紙のとおり普通財産貸付の申請がありましたので、

下記のとおり貸付を行います。なお、決裁の上は、別紙のとおり普通財産貸付書を交付します。

1.室付物件

2.室付の相手方

3.使用目的

4.室付期間

5.貸付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町長井6773番地先（NTT本柱・支線）

宮崎市広島1丁目5番3号西日本電信電話株式会社宮崎支店支店長池尻親

認定電気通信事業の用に供するため

許可日から平成25年3月31日まで（許;j"t3 t］.求裁θと可よ）

一＇＂ ~HP: 円

平成25年3月31日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定

貸付料は延岡市道路占用料徴収条例により算定する。

なお、電柱・電話柱の本柱は、支線、支柱、支線柱を含めて一体的に電柱の機能をなしているため、本柱で使用料を

徴収すれば、支線、支柱、支線柱分も含んでいることとして、使用料は徴収しない。また、、支線、支柱、支線柱のみが市

有地内にある場合は、本柱分の使用料は徴収していないため、別途使用料を徴収する。

0本柱・・・620円／本（第1種電話柱） x 1本＝620円・・・①

0支柱・・ 62円／本（その他の柱類）×0本＝O円・・・②

0支線・・・ 6円Im（共架電線その他上空に設ける線類）×Om=O円・・・③

①＋②＋③＝620円（年額）

※貸付期間が1年未満のため、月割り計算とする。なお、 1月未満の端数は1月として計算する。

620円X8/12月＝413円（円未満切捨て）

-・ 



． ， 課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 24年 8 月 9 日 決 裁 日 平成 24年 2月 1h日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責任者

⑨ 番診 長診 ⑩ 
Tel 74313 

4守？トト
、－・ J~:_ .. 

l口h、 議 者

容
管財課長

＠ 
⑧ 

／ ーー、、

ヨj、、.（
、ー一 ，、

~－，~：－r1; ・． •• 
、 、，t司正 e’ 

広報のべおかへの掲It& 要 ・③ ホームページへの掲載 要 ・③

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

西日本電信電話株式会社より本総合支所管内の市有地について、別紙のとおり普通財産貸付の申請がありましたので、

下記のとおり貸付を行います。なお、決裁の上は、別紙のとおり普通財産貸付書を交付します。

1.室付物件

2.貸付の相手方

3.使用目的

4.室付期間

5.貸付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町長井6773番地先（Nγr本柱・支線）

宮崎市広島1丁目5番3号西日本電信電話株式会社宮崎支店支店長池尻親

認定電気通信事業の用に供するため

許可日から平成25年3月31日まで（許可β 11-求裁θと可よ）

一－似3・円

平成25年3月31日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定

貸付料は延岡市道路占用料徴収条例により算定する。

なお、電柱・電話柱の本柱は、支線、支柱、支線柱を含めて一体的に電柱の機能をなしているため、本柱で使用料を

徴収すれば、支線、支柱、支線柱分も含んでいることとして、使用料は徴収しない。また、、支線、支柱、支線柱のみが市

有地内にある場合は、本柱分の使用料は徴収していないため、別途使用料を徴収する。

0本柱・・・620円／本（第1稀電話柱） Xl本＝620円・・・①

0支柱・・ 62円／本（その他の柱類）×0本＝O円・・・②

0支線・・・ 6円／m（共架電線その他上空に設ける線類） XOm=O円・・・③

①＋②＋③＝620円（年額）

※貸付期間が1年未満のため、月割り計算とする。なお、 1月未満の端数は1月として計算する口

620円X8/12月＝413円（円未満切捨て）

，． 



様式第9号（第四条）

普通財産貸付申出書

平成 Jダ年 8 月 夕日
N西九宮設サ総第 ~tJ&/6 号

延岡市長

首藤正治様

（北川町総合支所地域振興銀） 申請者住所 宮崎市広島1丁目5番3号
西日本電信電話株式会社宮崎支店

氏名 支店長池尻親 F；⑫ j

担当 干880-0806宮崎市広島1丁目5番3号
（株）NTT西日本一九州宮崎事業部
亀井滋 TEし0985-23-8458

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

普通財産の
表 示

借受 目的

｛昔受期間

4.貸付料

添付書類

種類｜の土地 2建物 3叩（

所在地 延岡市北川町長井6773番地先

用途 l 認定電気通信事業の用に供するためr

数量｜
電話往新設 l本鋼管柱

支線新設 1条高耐食鋼より線

理由（詳細に）

民地所有者より土地の区画を整理するため、移転申請があり他に移転する
場所等がないため、市所有地に電柱・支線等の建設をお願い致します。

平成年月許可日から平成年月 日

有償 無償

減免を希望する場合はその理由

物件調書・明細書・位置図・断面図・標準掘削図



占用物件調書

市町村別 市有地 線路別 北川町総合支所地域振興課

占用物件 単位 新設 建替 取替 廃止 記 事

第1種電話柱 本 鋼管柱

第2種電話柱 本

電話柱
第3種電話柱 本

支線柱 本

支柱 本

1種交通信号機添架柱 本

陸上施設（収容箱等） 個

公衆電話所
公衆電話所（ボックス型） 個

変圧器

公衆電話所（ポール型） 個

支線 方タ乙ミ 高耐食鋼より線

トンネル内吊架ケーブル 条
その他

専用橋基盤台 ｛固

架空横断電線 m 

管路 0.1m未満 m 

管路 0.2m未満 m 

とう道 1.0m以上 m 

地中管 埋設ケーブル 0.2m以上 m 

コンクリートヒユーム管 0.1～0.4m m 

コンクリートヒューム管 0.4～1.0m m 

コンクリートヒューム管 1.0m以上 円1

マンホール 個

マンホール

ハンドホール 個



サービス総合工事 【設計者：・・・・・・・・ 】

占用明細書（線路） 工事名 （線路）支障移転工事（損益）

管理番号 628106 (2431031) 

整 電話柱 支線柱 支柱 支線

理 電話柱番号 新 新 建廃 新 建 廃 新 12 事 欄 収容局
No. 設 替止 設 替止 設 替 止 設 替止

俵野幹 8R1R1 
市有地（地域振興課）

北 JII 延岡市北川町長井6773番地先

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.g. 言十

作成者 村山正洋
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毛主fi邑貝寸居室全まイ寸書ヨF

延北川地第 6-1号

西日本電信電話株式会社

宮崎支.＠.• ....支店長池尻親 様

延岡市長／ 首藤正治

平成 24年 8月9日付で申請のあった普通財産の貸付月請については、

次の条件を付して貸し付ける。

1.貸付財産名 市有地
＼ ／ 、

〆

2. 所 在 地 北川町長井67_73番地先

3.貸付数量 本柱 1本、支線 l¥*CNfr電話柱）

4.貸付目 的 認定電気通信事業の用｛こ供するため

5.貸付期間 許可日から平成25／ネ9月31日

6. 貸 付 料 金 620円
／ 

＼ ＼ ＼ 
／ 

7. そ の 他 N西九官24設斧サ総8／月第 2408¥1、町号分
（平成 9日付申請）

なお、取消変更に4って生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2）貸付条件に違反する場合

( 3）係員の指示に従わない場－合 (4）市において必要とする場合

4.貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に書面で承認

を受けなければならない。

5.借受人はその責に帰する理由により、貸付財産の全部又は一部を滅失し、又は殿損し

たときは損害を賠償しなければならない。

6. 貸付期間が満了したとき又は貸付を取り消したときは、すみやかに現状に回復し、返

還しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。

》レP十寸if¥



ふと
普通号室廃策付書

西日本電信屯話株式会社

宮崎支店支店長池尻親 様

延北川地第 6-1 号

平成24年 8月 16日

延岡市長 首藤正治

平成24年8月 9日付で、申請のあった普通財産の貸付申請については、

次の条件を付して貸し付ける。

1.貸 付財産名 市有地

2.所 在 地 北川町長井67 7 3番地先

3.貸付数 ilk 本柱 1本、支線1本（NTI'電話柱）

4.貸付 iヨ 的 認定屯気通信事業の用に供するため

5.貸付 期 llJJ 許可日から平成25年 3月 31日

6.貸 付 事ト 金 41 3円

7. そ の ｛也 N西九宮設サ総第240816号分

（平成24年 8月9日付申請）

貸付条件

1. 上記の貸付目的に限り貸し付ける。

2.貸付財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3. のーに該当するときは、貸付を取消又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2）貸付条件に違反する場合

( 3）係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合

4.貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に書面で承認

を受けなければならない。

5.借受人はその責に州する理由により、貸付財産の全部又は一部を滅失し、又は致損し

たときは損害を賠償しなければならない。

6.貸付期間が満了したとき又は貸付を取り消したときは、すみやかに現状に回復し、返

還しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



司． 
課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 24年 9 月 12 日 決 裁 日 平成 24年？月／ザ日

日果 内 検 討 者 決裁者

担当 者 起責任案者 主幹兼課長補佐 課 長

＠ 、．・＇.：＇ 番喜 つ
Tel 74313 

意見

／噂信1
Z口~ 議 者

管財課長

，，．ーJ，も 、司、 争J
、人、・、，， 

意見

~ ~ •· 
／今（（！・

F 、、 J， 

広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

｛牛名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

九州電力株式会社より本総合支所管内の市有地について、別紙のとおり普通財産貸付の申請がありましたので、下記

のとおり貸付を行し、ます。なお、決裁の上は、別紙のとおり普通財産貸付書を交付します。

1.主主付物件

2.室付の相手方

3.使用目的

4.盆付期間

5.盆付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町長井俵野（九州電力本柱・支線等）

延岡市東本小路96番地2 九州電力株式会社延岡営業所所長宮元武次

電柱（本柱l本・支線l条）の敷設のため

平成24年9月18日～平成25年3月31日まで

641円／

平成25年3月31日 （裏面へつづく）

－， ~h 可...~ 1σ1) 



7.貸付料の算定根拠

（ア）本柱1本あたりの単価（第2種電柱）

延岡市道路占用条例の規程に基づく単価（本柱1本あたり年間）

（イ）支柱1本あたりの単価（その他の柱類）

延岡市道路占用条例の規程に基づく単価（支柱1本あたり）

（ウ）支線lmあたりの単価（共架電線その他上空に設ける線類

延岡市道路占用条例の規程に基づく単価（支線lmあたり）

lz. 100円

62円

6円

※ただし、本柱と支柱・支線は一体的なものであり、本柱で占用料を徴収する場合は、支柱・支線の占用料は免除する。

O貸付料算定

本柱 1, 100円／本×1本＝l,100円（年額）

※貸付期間が1年未満のため、月割り計算とする。なお、 1月未満の端数は1月として計算する。

1, 100円×7/12月＝641円（円未満切捨て）／

以上
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様式第9号（第 18条）

普通財産 貸 付 申 請 書

平成24年 9月／2.日

延岡市長 首 藤 正 治 様

住所延岡市東本小路96番地2 d六

申請者 九州電力株式会社延岡営業戸爪j印~·；；＜－·
氏名所長官元武次 守常心

ー一

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1.普通財産の 種類｜① 土地 2.建物 3. その他（

表 不 l 所在地 延岡市北川町長井俵野

用途 配電線路電柱支線敷

数量｜本柱 1本、支線 1条

理由（詳細に）

2.借受目的 ・一般建築障害に伴う電柱支障移設工事のため

3.借 受期間 ｜平成24年 9月 18日から平成23年 3月 31日まで

有償 無償

減免を希望する場合はその理由

4.貸付料

5.添 付書類 ｜別紙のとおり





E68452 【配電】

配電工事施工図〈平面図）

設l設計者

｜詑｜営業所

延岡

工事項目

一般宅地造成

工事件名

如 7・E肢障

工事N。｜設計区分｜工事種別

329TO I 実施 ｜要請
エ

｜工事No. : 329TO I 
｜保存年限｜ : 7 I 

出力日付： 12年 9月18日 1頁

決裁（審査） ｜決裁

9/11 I 9/11 

旦園田 圃・・
決裁（審査） ｜決裁
／｜／  

審査
／ 

八~ ..,,.., 
-..... 

＼＼ 

NB，~ 
i ・ ,,  01 

ば＼＼ι02
.i ~＼ l::: J~1~，！日

(@ ＼ ~861＇’ 
三~誌←－－－－－ ~j7 
；可？そ培
l •. J(j＇－...：：：.どさ

。，b
内
HHHuw

＼ 

＼＼ 

＼＼ 

i
 

lー

‘‘‘、
l
 

「

｜縮尺 1/1,708 

。lノ688

＼
入

＼
：
 

引

＼

4

n
b
＼
 Mρ

 

｜工事No. : 329TO 



占用電柱位置図

工 事 番 号 ｜工事件名 一般宅地造成に伴う電柱支障移設工事

329TO ｜場 所延岡市北川町長井俵野

／ 

'( 

v 

2 76ヨ588

／ 

12、2m

I I 2、Bm

LJ j_ 
FP-15 -1000 

異動種別｜ 電柱 No. 種別｜数量｜ 備 考｜異動種別｜電柱 No. 種別｜数量

新設 I21 sヨ588 本柱 I1本 IFP-15m-1000kg I 
II II 支線 I1条 I9 Omni 

工事予定年月日

備 考



276ヨ588

本柱
支線

FP15-1000 

90SQ 
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普 通財産貸付書｛子 j

九州電力延岡縄場観f.:¥

所長宮元崎明歌F様

延北川地第 5-1 号

平成 24年 9月／チ日

延岡市長 首藤正治

平成 24年 9月 12日付で申訪のあった普通財産の貸付については、

次の条件を付して貸し付ける。

I. 貸 付財産名 土地

2. 所 在 地 延岡市北）｜｜町長井俵野

3.貸付 数 量 本柱 1本支線 1条

4.貸付 目 的 電力の供給

5.貸付 期l間 平成 24年 9月 18日から平成 25年 3月 31日

6. 貸 付 料 金 64 1円／

7. そ の 他 千丘中主No. 276ヨ588

貸付条件

I. 上記の貸付目的に限り貸し付ける。

2. 貸付財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3. 次の各号のーに該当するときは、貸付を取消又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2）貸付条件に違反する場合

( 3）係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合

4. 貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に書面で

承認を受けなければならない。

5. 借受人はその責に帰する理由により、貸付財産の全部又は一部を滅失し、文は殴

損したときは損害を賠償しなければならない。

6. 貸付期間が満了したとき又は貸付を取り消したときは、すみやかに現状に回復し、

返還しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



－~ 課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 24年 9月 14日 決 裁 日 平成 24年q月 t？日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者 起責任案者 主幹兼補佐 課長

R 蓄量 （す’h 、
、．I 

課 員

ムロ 議 者

管財課長

雪） e件、礼§) 
一、

4 』

々.（（｝島す、 ／ 
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広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

j生””.!.E.. _ .. ，，銅山葉通B原〔；俵野市斎場2,q;?,黛｛立区：：ヨれ：：r..一個個…… 凶

（別紙 枚）

本総合支所管内の市有地につきまして、別紙のとおり普通財産の貸付申請がありましたので、下記の

とおり貸付けます。なお、決裁の上は、別紙（案）のとおり土地賃貸借契約を締結します。

記

1.貸付物件 （種別）土地 （所在地）延岡市北川町長井6731番4 （面積） 168nf 

2.~ 賃

4.貸付期間 平成24年9月！8日から平成24年10月1z日

裏面につづく

'4.内 rI ~ 



5貸付料 －~.？. ..... ;?.Q.§.円／ ． 

6.貸付料の算定

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

【土地］

。算定方法 近傍類似固定資産税評価額（円／nf）×使用面積× 4/100

…返傍類似闘鵡醐琵鏑箆〔焦緊捜尽ふ宝捜拙L.:!.!..... ?..Q鯛9.”

※ 4, 200円×168nf×4/100=28,224目（年額）

貸付期聞が1年未満なので、月害IJり及び日割りで計算する。
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7.納付期限 平成24年9月 日
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様式第 9号（第 18条）

普通財産貸付申請書

平成£デ年タ月／デ日

ゃ
v
n

－
e
s
1
 

治正部
附

長

首

市岡延

氏名

住所

申請者

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1 .普通財産の

表示

種類 ｜ω土地 2. 建物 3. その他（

所在地 ｜延岡市北川町長井6731-4

用 途 ｜用壁工事作業道として

数ほ I168 rrf 

2.借受目的 理由（詳細に）

私有地の擁壁工事を行うが、重機や車両が通行可能な工事用道路が確

保困難なため、市有地を作業道として使用したい。

3. 借受期間 ｜平成 24年 9月 18日 から平成・24年 10月 17 ~I 

有償 J!t~償 ※減免を希望する場合はその理由

4. 貸付料

5. 添付書類 I rf1~lf位凶図・平面図・写真
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土 地賃貸借契約書〈安）

賃貸人 延岡市（以下『甲j という。）と賃借入園・・・・・（以下 f乙Jとしづ。）とは、

次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件j という。）を乙に貸し

付け、乙はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地倒（nf) 

延岡市北川町長井 67 3 1番4 の一部 I 16s.ooni 
第3条 乙は、貸付物件を用墜工事作業道として使用する。

第4条 貸付物件の貸付！UJlllJ（以下「貸付期間Jとし寸。）は、平成 24年9月18日か

ら平成24年 10月 17日までとする。

2 前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条 乙は、前条に規定する貸付期間内に貸付物件を甲より買い取るものとする。

第6条貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jという。）の額は、 金2. 3 o s rriマチる。

2 貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる

貸付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1

月未満であるとき、文はそのj~JlllJ に 1 月未満の端数があるときは日書ljをもってi汁

算した額とする。

第7条 貸付料は、毎年甲が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に納

入するものとする。

第8条 甲は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、そ

の他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付料算定基準に基づき貸付

料を変更することができる。

第9条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日か

ら支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支払

うものとする。

第 10条乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する

自己所有の建物その他工作物等について僧改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を甲に提出して、その承認を受けなければな

らない。

第 11条乙は、次の行為をしてはならない。

貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第 12条 甲は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく l材難ならしめ

る

不信行為があったとき。

一 乙が、第 10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

四 甲において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を

生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第 13条 乙は、貸付期間が満了した場合文は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。

第 14条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には叩に対しその損害を賠償しなければならない。但し、乙において当該物件

を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

乙の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 15条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのな

い事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その

1通を保有する。

平成 24年 9 月 日

甲 住所：延岡市東本小路2番地 1

氏名：延岡市

市長首藤正治

乙 住所：

氏名：



土地 ィョー
貝 貸借 契約 書 第 12条 甲は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならしめ

る

不信行為があったとき。

一 乙が、第 10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

四 甲において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を

生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第 13条 乙は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。

第 14条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には甲に対しその損害を賠償しなければならない。但し、乙において当該物件

を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

乙の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 15条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのな

い事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

賃貸人 延岡市（以下「叩Jという。）と賃借人・・・・・I＜以下「乙Jとしづ。）とは、

次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を乙に貸し

付庁、乙はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地積（rrf) 

延岡市北川町長井 67 3 1番4 の一部 I 16s.ooni 
第3条 乙は、貸付物件を周壁工事作業道として使用する。

第4条 貸付物件の貸付期llIJ（以下「貸付期間Jとし寸。）は、平成 24年9月18日か

ら平成24年 10月17日までとする。

2 前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条 乙は、前条に規定する貸付期lllJ内に貸付物件を甲より買い取るものとする。

第6条貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jとし寸。）の額は、 金2' 3 0 8円とする。

2 貸付期l/IJに1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる

貸付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1

月未満であるとき、文はその期間に 1月未満の端数があるときは13'&11をもって計

算した額とする。

第7条 貸付料は、毎年甲が発行する納入通知gにより納期限までに指定の金融機関に納

入するものとする。

第8条 甲は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、そ

の他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付料算定基準に基づき貸付

料を変更することができる。

第9条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日か

ら支払った日までの遅延損害金として年 1.4.G%の割合で計算した遅延利息を支払

うものとする。

第 10条乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する

自己所有の建物その他工作物等について則改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を甲に提出して、その承認を受けなければな

らない。

第 11条乙は、次の行為をしてはならない。

貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その

1過を保有する。

平成 24年 9 月 18日

甲 住所：延岡市東本小路2番地 1

氏名：延岡市

市長首藤正

乙 住所：

氏名：
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課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 24年 8月 1 日 決 裁 日 平成 24年 2月 3日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案 主幹兼補佐 課長
責任者

＠ 警暴 総F
課員

’、失ぎ議愚jI ム口、 議 者

種参
管財課長

（よ、ぷ〆・, 
C？⑫ 

巳
今・・＂、、

-- .，，.、，．守「 ．‘ 、
司、 F

、‘，’、 A ザ ・f"

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

喝俊一…金一…葺湧財薦問〔家毘混在地）の貸付に”っし、て 一一一……一一

（別紙 枚）

…奈総食烹既笈由良車交t虫i三：：：2.~烹！：＝ぷ~.... O.!J：紙り主おロ鷲湧財：薦の黛.ii.思議がみロ烹」主役：：:Q：.~.”：：正記？”一…

とおり貸付けます。なお、決裁の上は、別紙（案）のとおり土地賃貸借契約を締結します。

記

.l.~~：物｛舎一一…i護.~~D..主加…｛盟主地沼周到ω｜町長井6.z_g蚤l.._.. , .. .J頂般.？..~.2..!!L..... .. 

－~－~－賃借人 福岡市中央区荒戸1丁目l番6号

3.貸付目的

4.貸付期間

三井住建道路株式会社九州支店執行役員支店長松井隆幸

東九州道（県境～北J，，）家団地区舗装工事の現場事務所

平成24年8月6日から平成24年12月27日

裏面につづく



•. f?.: ..集上し殺働...J ... ?..1. .. I.！回どこ ω

6.貸付料の算定

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

比剖

一~渡固定玄盗 近傍類似固定資産税評価額（円I1!!2.×使用面積× 4/100

問返f芝題処闘友資産税！.~￥.鏑箆”〔懇団地区、実地じ.Q.?..... §..Q.Q.円／ぱ

※ 3, 600円×225rrf×4/100=32,400fl（年額）
B恥＼"t."

貸付期間が1年未満なので、月割り計算する。

付期間
平成24年8月6日
～平成24年12月27
日

8/6～31日
9～11月

12/1～27日
付料計

口
H

口
μ

1
一月一
1

丹
、

u

－r
胃

ο

／／－
J

J

ウ
／

氏
U

－CL
E円，

t

ヮ
“
っ
“

t丙科
2,264円v
8,100円十
2,351円｜〆
12, 715円｜／

※円未満切り捨て

7.納付期限 平成24年月 日
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様式第9号（第18条）

普通財産貸付申請書

平成24年よ月／日

延岡市長 首藤正治様

住所

申請者 氏名

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1、普通財産の表示｜ 種類 ｜①土地 2 建物 3 その他（ ） 

所在地 ｜延岡市北川町長井日－ 1

2、借受目的 用途 ｜現場事務所

数量 l225m2 

理由（詳細に）

国土交通省九州地方整備局延岡河川国道事務所

発注工事のうち

東九州道（県境～~tJ11）家田地区舗装工事

の現場事務所設置のため

田
町
一

期

一

料

受

一

付

借

一

貸

q
u

－A坤

平成24年 8月 1日から平成24年12月27日まで

（有償 i 無償

※減免を希望する場合はその理由

5、添付資料 現場事務所位置図

現場事務所平面図

写真



-．． 島

、
‘弘

現場事務所位置図



・－．

現場事務所平面図

日新興業（鮒 ｜ 資
材

現場事務所 ｜ 置
場

15m 

今回申請箇所

三井住建道路（鮒

gi I 現場事務所予定地

上田工業（樹

現場事務所
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土地賃貸借契約書く宮）

賃貸人 延岡市（以下「甲Jとし寸。）と賃借入 三井住建道路株式会社九州支店（以下

「乙Jという。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を乙に貸し

付け、乙はこれを借り受ける。

I 所 在地番 ｜地積（ぱ）

延岡市北川町長井 67 2番 1 の一部 I 225. OOnf 

第3条 乙は、貸付物件を現場事務所等として使用する。

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間JJという。）は、平成 24年8月6日から

平成 24年 12月27日までとする。

2 llii項の貸付期!Ill終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条 乙は、前条に規定する貸付期間内に貸付物件を甲より Hし、取るものとする。

第6条 貸付物件の貸付料（以下『貸付料Jとし、う。）の額は、金 12, 7 1 5円とする。

2 貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる

貸付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1

JJ未満であるとき、文はその期間jに 1月未満の端数があるときは日割をもって計

算した額とする。

第7条 貸付料は、毎年甲が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に納

入するものとする。

第8条 甲は、契約！UilllJ内であっても経済状態の変化及びl11il定資産税評価額等の改定、そ

の他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付料算定基準に基づき貸付

料を変更することができる。

第9条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日か

ら支払った日までの遅延損害金として年 14.G%の書lj介で計算した遅延利息を支払

うものとする。

第 10条乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する

自己所有の建物その他工作物等について用改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を甲に提出して、その承認を受けなければな

らない。

第 11条乙は、次の行為をしてはならない。

貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第 12条 rpは次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならしめ

る

不信行為があったとき。

一 乙が、第 10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

凹 甲において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を

生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第 13条 乙は、貸付期間が満了した場合文は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して甲の指定するJm日までに返還しなければならない。

第 14条 契約~~11/IJ 中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に削容を与えた場合

には甲に対しその損害を賠償しなければならない。但し、乙において当該物件

を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

乙の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 15条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのな

い事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を註するため、本契約書を 2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その

1通を保有する。

平成24年7月26日

If! 住所：延岡市東本小路2番地 1

氏名：延岡市

市長首藤正治

乙 住所：

氏名：



土地賃貸借契約書

賃貸人 延岡市（以下 f甲Jとしづ。）と賃借人 三井住建道路株式会社九州支店（以下

「乙Jとしづ。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならないc

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を乙に貸し

付け、乙はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地積（ば）

延岡市北川町長井 67 2番 1 の一部 I 22s. ooni 
第3条 乙は、貸付物件を現場事務所等として使用するむ

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成 24年8月6日から

平成24年 12月27日までとする。

2 前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条 乙は、前条に規定する貸付期間内に貸付物件を甲より買い取るものとする。

第6条 貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jとしづ。）の額は、 金 12, 7 L 5円とする。

2 貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる

貸付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1

月未満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日割をもって計

算した額とするc

第7条 貸付料は、毎年叩が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に納

入するものどする。

第8条 叩は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、そ

の他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付料算定広準に法づき貸付

料を変更することができる。

第9条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日か

ら支払った日までの遅延損害金として年 14.G%の割合で計算した遅延利息を支払

うものとする。

第 10条乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する

自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を甲に提出して、その承認を受けなければな

らない。

第 11条乙は、次の行為をしてはならない。

貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸することo

_.: この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第四条 甲は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく悶難ならしめ

る

不信行為があったとき。

一 乙が、第 10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

四 甲において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を

生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にでも本契約を解除できる。

第 13条 乙は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。

第 14条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には甲に対しその損害を賠償しなければならない。但し、乙において当該物件

を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

乙の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 15条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、文はこの契約に定めのな

い事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その

1通を保有する。

平成 24 年 8月3日

甲 住所：延岡市東本小路2若手地 1

震悪霊
－附随調

氏名：延岡市

市長首藤

乙 住所： 嬬間前由.r:J::r.r支帯百1T目1怒 R墨，..？，~工、

三井健道路株式会社元取~＇.~議
氏名：妻管長松井隆幸建議ダ
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官ー

｜課室名 北川・地域振興課

起 案 日 平成 24年 8月 27日 決 裁 日 平成 24年♂月 J／日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案 主幹兼

課 長
責任者 課長補佐

⑧ 委参 ぞ参
Tel 74313 

意見

ム口、 議 者

傷害
管財課長

（＇～~~，、－) 鎗j

p、g言ヨぞ／ 
意見

議＼
, \1~~tl:1 

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件名 ：北川｜町総合支所管内市有地除草業務の予算執行について（伺し、）

標記の件について、下記のとおり予算を執行してよろしし、か伺います。

記

1 .業務内容 平成 24年度 北川｜町総合支所管内市有地除草業務

2. 業務場所 延岡市北川町長井 2654番地25外（別紙一覧のとおり）

~. ~業務期間 契約締結日から1ヶ月以内
4. 予算措置 総 務費 総務 管理費財産管理費財産管理経費

財産管理事務費役務費手数料 Q __ 9_ Q＿~＿ Q g_ 0円
5. 契約方法 随意契約（地方自治法施行令第 16 7条の 2第 1項第 3号該当）

※別紙随意契約理由書参照 〈以上〉



.Ao 随意契約理白書

る

項

一

所

削

一

場

に
一
－
丁

積

一

千

見

事

一

履

平成 24年度 北川町総合支所管内市有地除草業務

延岡市北川町長井 26 5 4番地 25外

予定価格

地方自治 法
施行令第 16 7 
条の 2第 1項中
の該当する号

500, 00 O円

地方自治法施行令第 16 7条の 2第 1項第3号

随意契約に

付する理由

高年齢者の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第41 

条第2項に規定するシルバー人材センターから、延岡市契約規則第 19 

条の 2で定める手続きにより役務の提供を受ける契約であるため。

。見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する

相手方の数・

根拠法令

※見積書を徴する

相手方の数が 1者

のときは、その理由

及び相手方の

氏名・住所等

担当者氏名

1者’A釘土団法人 延岡市シルバー人材センター

延岡市西階町 1丁目 2408番地 1

延岡市契約規則第21条第2項第2号ア

［契約の相手方の選定基準］

「高年齢者の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第

4 1条第2項に規定するシルバー人材センターであって その主たる事

務所の所在地が延岡市内であるものJ

北川町総合支所地域振興課総務防災係

主任主事北林千春 （内線） 74313 

平成24年 8月27日

随意契約理由書作成者

北川 町総合支所地域振興課長小野



市有地除草業務仕様書

《除草業務》

1 . 目的

病害虫の防除や防災等のための除草を主たる目的とする。

2. 除草実施場所

平成 24年度の除草実施場所一覧のとおり（総地積21' 7 7 9 nf) 

留意事項

【除草時］

( 1 ）薬剤の散布はしないこと。

( 2) No. 7の地番槍 584・4は果樹園のため、樹木を傷つけないよう気を

付けること。

除草後は、果樹の根本に寄せておくこと。

( 3) No.11～No.15は、除草後の草木は搬出すること。その他の地番は除

草のみとする。

( 4）苅りむら、苅り残しがないよう均一に刈り込むこと。

4. 業務管理

作業前・中・後には、地番ごとの写真（台紙 A-4縦）や業務完了まで

の必要書類はその都度、提出のこと。

5. その他

( 1 ）履行期間中の安全確保に関しては、常に安全に留意し、災害及び事

故の防止に努めること。

( 2）工事実施の各段階において周辺環境の保全に努め第3者からの苦

情が無いよう誠意を以って対応すること。

( 3）業務遂行上支障が出た場合は、発注者と協議し指示に従うものとす

る。

( 4）除草機器（苅払機等）の燃料費・刃等の消耗品は見積もりに含まれ

るものとする。

所管課：北川町総合支所地域振興課



平成24年度の草刈実施場所一覧

No. F千L『 地番 枝番 地目 地積（『rO
上大鶴 2654 25 畑 5.12 

2 家田 1550 畑 除外

3 家田 1817 田 479 

4 大門 1471 田 除外

5 藤迫 336 田 686 

6 藤迫 337 2 田 665 

7 槍 584 4 雑種地 3 277 

8 槍 590 雑種地 1 753 

9 槍 593 宅地（建物敷地分除く） 5423 

599 田 632 

600 田 709 

601 田 610 

602 田 1 102 

10 無田 603 田 281 

603 2 回 320 

604 田 646 

605 田 1 150 

606 田 1 395 

1 1 －盲6 tL. 7027 4 宅地 409 

12 t百~tl. 7020 宅地（建物敷地分除〈） 196 

13 e盲6 tL. 7004 田 981 

7509 52 
宅地（建物敷地分除く）14 白石 553 

7509 58 

15 瀬口 3175 47 宅地（建物敷地分除く）

合計21筆 21 779 

※No.2、No.4、No.15は除草の必要が無いため本年度は除外する。





、． i深室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 1:=1 平成 24年 11月 20 日 決 裁 l:J 平成 24年／／月ヲ0日

課 内 検 討 者 決裁者

担当 者
起 案

次長 総合支所長責任者

北川町総合支所

⑨ 郡長 (2j ③ 
主幹兼i県長補佐

議参
Z口).,, 議 者

~ ~ 

室~~－ 予習 管財課長 財政課長
．、・・・・4・

：~毎 ⑫） ＼ノ、「品－：~こij-,, 

（込
⑧ 、司、，＇..

広報のべおかへの掲載 要 ・③ ホームページへの拘載 要 －③ 

件 名 法定外公共物の用途廃止財産（北川町川内名字荒谷内）の処分について（伺し、）

（別紙 枚）

「地方分権の推進を図るための｜則係法律の整備等に閲する法律（平成11年法律第87号）Jに基づき、国から贈与を受

けた法定外公共物（里道）について、隣接所有者から譲渡申訪書が提出されております。

申請地は、今後機能回復の見込みのない土地で、申請者以外に利用目的のない土地であるため、後記により申前者へ

譲渡します。

なお、決裁の上は、申請者に別紙「市有財産譲渡決定通知書Jにより通知した後、月IJ紙「市有財産売買契約書Jにより

売買契約を締結します

ま己

（裏面へ）



1.譲渡申請者

住所延岡市北川urr－・圃圃圃圃圃園田

氏名 ．．．．．．． 
2.譲渡予定土地

①延岡市北川町川内名字荒谷4943番1地先（現況：宅地）

里道：7.46rrf 

3.譲渡予定価格

8,228円le1, 103円／ぱ× 7州）

・売払単価の算出については、 !JI請地に現況が同等な土地（宅地・雑緩地）の固定資産評価額

（宅地）の同定資産税評価額の単価を参考として算出しました。

近傍固定資産税評価額

2, 300円／rrf÷0.7 
プ

3, 285円／rrf（公示価格）

!Ill口狭小 不整形補正率 現況補正

て
3, 285円／rrf × 0.8 × 0.6 × 0. 7 =r lz. 103円／rrf （売払単価）

4.その他

申請地は、機能を有していない里道であり、現在は申請者の宅地内に取り込まれており、申請地を売払いすることド

より、不利益をこうむる土地・利害関係はない状況です。

（以上）



〈様式2)

（住所〉延岡市北川町
~l: ~~· t.、

j＂：，・..

延北川地第 94-1号

平成24年 11月 日

延岡市

延岡市長 首藤正治

市有 財 産 譲渡決定通知 霊童
E三ヨ

平成24年 11月20日伺をもって申請のありました市有財産の譲渡申請につきましては、

貴殿に金8, 228円で譲渡することに決定しましだので通知します。

つきましては、別添の「市有財産譲渡契約書」により契約を締結したいので、下記のものを

ご持参のうえ、平成24年 12月14日までに、北川町総合支所地域振興課までお越しくださ

い。

【譲渡市有財産】

町名

北川町川内名字荒谷

持参していだだくもの

1 .市有財産譲渡契約書

2.印 鑑

3.収 入 E日 市氏

i$. 監録免~·ねi

5.そ の ｛也

~"G 

I也番 地目 地積（ni)

4943番1地先 道 7. 46 

（別添の2通〉

（譲渡申請書に使用されたものを持参してください〉

契約書添付用 20 0円

ふ一一ー一一一－…一一 門

【問合せ】

延岡市北川町川内名7250

延岡市北川町総合支所

地域振興課総務防災係

Tel 0982-46-5010 

Fax 0982-46-2223 





重量
Eヨ

＝＝＝． 
思、同

延岡市北川町川内名字荒谷

里道

7. 46 rrl 

法定外公共物里道

【不動産の表示】

〔所在〕

〔地目〕

〔数量〕

〔所有者〕

ノ＼上記不動産を、延岡市が、必ぬ分札＇＇） ~ 
譲渡することについては、隣接所有者として何百意議なく同意します。

p
u
 

－－＝ロ

日年月平成

圃画：
所有者）

j!_＿所一ゑ~寸室主ζij~1_l-
氏名

（延岡市北川町川内名4943-1

（：・：：j

（市道・里道・水路所有者）

住 所延岡市東本小路2番地1

氏 名 延岡市（管理人北川町総合支所建設課谷口亜虎）(.) 
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番所有者）

住所

氏名
．．．．．．．．．．．． 
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敗 ．・ ． ． 一 一・－．・－－．－一．牟今．一一，．．．．．．．．．．．．．．

番所有者）

住所
氏名

今－．．．．．．．．．．．．．．－一．．．． 宇．．一一．． 一今．．
．へ．．  ・．．．  

6 ・． ・
－－  
e ・． ． ． ． ． 
; : ・．・ ．・．．・・．・ ．・．．・・．一．・・．・－一．・’－．・一 企．・ー一・・．．．．．．．．．．．．



（様式6)

延北川地第 94-2号
平成24年 12月4日

（住所）延岡

延岡市

延岡市長 首藤正治

登記 原因証明情報兼表示登記及び所有権保容登記承諾書

平成24年 12月4日付をもって売買契約を締結しました末尾記載の物件は、平成24年
1 2月4日をもってあなたヘ所有権が移転しましたので、あなだが下記物件の表示登記及

び所有権保奇登記することを京諾します。

コU＝＝ロ

宮崎県延岡市

町・丁目 地番 区分 地積（附） 所在図 備考

北川町川内名字荒谷 4943番 11也先 道 7. 46 H1-14 


